




（仮  訳） 

 

衛生部 国家質検総局  公告 ２００２年 第１号 

 

 スポンジ状の脳病（以下略称‘狂牛病’）の国内伝染防止、国民の身体健康と生命 

安全のため、《中華人民共和国入出国動植物検疫法》、《中華人民共和国輸出入商品 

検験法》と《化粧品衛生監督条例》の各規定に基づき、以下の公告を通達する。 

 一．本公告日より、‘狂牛病’発生国家及び地域の牛、羊の脳及び神経組織、内臓、 

胎盤と血液等（抽出物を含む）の動物由来原料成分化粧品の輸入（携帯品、郵送 

での輸入を含む）と販売を禁止する。 

 

 二．既に我が国に輸入している‘狂牛病’発生国及び地域の牛羊動物由来原料成分 

の化粧品は本公告日より、関係企業は自主的に市場より全て回収する。 

  遅くとも２００２年４月２０日までであり、同時に回収製品名称、製品数量及び 

生産企業と代理店名称を各省の衛生行政部門と管轄の出入国検験検疫機構まで報 

告・資料提出すること。 

 

 三．現在までの‘狂牛病’発生国家は：イギリス、アイルランド、スイス、フランス、 

ベルギ－、ルクセンブルグ、オランダ、ドイツ、ポルトガル、デンマ－ク、イタ 

リア、スペイン、リヒテンシュタイン、オマ－ン、日本、スロバキア、フィンラ 

ンド、オ－ストリア。 

  今後、新たに‘狂牛病’が発生した国家及び地区は自動的に本リストに入る。 

 

                             ２００２年３月４日    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


